
目
　
　
　
次

告
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づ
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定
医
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関
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廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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三
六
九

○
結
核
予
防
法
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
指
定
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
六
九

腐
蛆そ

病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
み
つ
ば
ち
等
の
移
動
を
禁
止
す
る
区
域
の
指
定

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
三
六
九

の
解
除

○
道
路
の
区
域
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
六
九

公
　
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
〇

○
個
人
情
報
保
護
条
例
の
運
用
状
況
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
〇

○
行
政
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
〇

○
貸
金
業
者
の
登
録
の
取
消
し
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
一

○
清
算
人
の
就
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
一

○
落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
二

公
安
委
員
会

○
遊
技
機
の
型
式
の
検
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
二

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
五
十
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た

医
療
機
関
は
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

名
　
　
　
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
　
地
　
　
　
　

街
の
薬
局

西
八
代
郡
市
川
大
門
町
四
百
二
十
五
番
地
十

有
限
会
社
赤
岡
綜
合
薬
局

甲
府
市
北
口
二
丁
目
三
十
二
番
二
号

山
梨
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
を

担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

名
　
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
　
地

ふ
じ
薬
局
甲
府
和
戸
店

甲
府
市
和
戸
町
六
百
八
十
五
番
地
三

に
し
お
か
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
Ｒ
Ａ

甲
府
市
和
戸
町
六
百
七
十
九
番
地

細
田
眼
科
医
院

中
巨
摩
郡
敷
島
町
長
塚
十
二
番
地
一

六
郷
調
剤
薬
局

西
八
代
郡
六
郷
町
岩
間
二
千
二
百
二
十
六
番
一

街
の
薬
局
い
ち
か
わ

西
八
代
郡
市
川
大
門
町
五
百
九
十
三
番
地
二

山
梨
県
告
示
第
二
百
五
十
二
号

山
梨
県
家
畜
伝
染
病
の
ま
ん
延
防
止
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
二
号
）

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
腐
蛆そ

病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
み
つ
ば
ち
等
の
移
動
を
禁
止
す
る

区
域
の
指
定
（
平
成
十
六
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号
）
は
、
解
除
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
中
地
域
振
興
局
建

設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
六
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
六
年
五
月
二
十
七
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
六
九

山
梨
県
公
報
平
成
十
六
年

五
月
二
十
七
日

第
千
四
百
七
十
九
号

木　曜　日

、
、

、
、

、
、



二
　
路
　
線
　
名

敷
島
田
富
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

中
巨
摩
郡
田
富
町
大
字
布
施
字
村
北
三
二
番
地
先

旧

五
・
〇
〜

一
〇
三
・
〇

か
ら

五
・
八

中
巨
摩
郡
田
富
町
大
字
布
施
字
村
北
一
七
番
地
先

ま
で

新

六
・
七
〜

一
〇
三
・
〇

一
四
・
七

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
富
士
五
湖
福
祉
住
環
境
支
援
セ
ン
タ
ー

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
藤
原
善
三

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
富
士
吉
田
市
上
吉
田
九
百
四
十
六
　
コ
ー
ポ
梅
谷
一
Ｆ

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
の
増
加
、
核
家
族
化
、
特
に
加
齢
に
よ
っ
て
身
体
機
能
が
低
下
を
し
て
、

介
助
を
必
要
と
し
て
い
る
人
、
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
、
疾
患
に
よ
っ
て
障
害
者
等
多
様
な
ニ
ー

ズ
に
対
し
て
地
域
で
の
自
立
を
支
え
、
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
出
来
る
多
様
な
住
ま
い

の
整
備
を
進
め
、
家
族
の
介
護
負
担
の
軽
減
を
図
る
介
護
予
防
、
健
康
増
進
等
福
祉
の
ま
ち
づ
く

り
支
援
の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
四
月
三
十
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
九
日
ま
で

'

個
人
情
報
保
護
条
例
の
運
用
状
況

山
梨
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
五
年
山
梨
県
条
例
第
一
号
）
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
五
年
度
に
お
け
る
各
実
施
機
関
の
山
梨
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
運
用
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表

す
る
。平

成
十
六
年
五
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
山
梨
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
運
用
状
況

個
人
情
報
取
扱
事
務
の
登
録
の
件
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
四
件

開
示
請
求
、
訂
正
請
求
及
び
是
正
の
申
出
の
件
数
　
　
　
　
二
、
六
一
二
件

開
示
請
求
、
訂
正
請
求
及
び
是
正
の
申
出
の
処
理
状
況
　
　
二
、
六
一
二
件

異
議
申
立
て
の
件
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
件

条
例
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
決
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
件

事
業
者
の
業
務
の
登
録
件
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
五
件

事
業
者
に
対
す
る
調
査
、
勧
告
及
び
公
表
の
件
数
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
件

二
　
実
施
機
関
別
の
開
示
請
求
、
訂
正
請
求
及
び
是
正
の
申
出
の
状
況

知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
二
件

教
育
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
、
〇
六
六
件

人
事
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
四
件

'

行
政
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況

山
梨
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
四
号
）
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
十
五
年
度
に
お
け
る
各
実
施
機
関
の
行
政
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
行
政
文
書
の
開
示
の
状
況

開
示
請
求
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
二
件

開
示
決
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
一
件

全
部
開
示
決
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
八
件

一
部
開
示
決
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
三
件

不
開
示
決
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
件

取
下
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
件

不
服
申
立
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
件

不
服
申
立
て
に
対
す
る
裁
決
又
は
決
定
　
　
一
二
件

二
　
実
施
機
関
別
の
請
求
の
状
況

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
六
年
五
月
二
十
七
日

三
七
〇



知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
七
件

教
育
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
件

選
挙
管
理
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
件

監
査
委
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
件

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　
　
一
件

警
察
本
部
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
件

議
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
件

'

貸
金
業
者
の
登
録
の
取
消
し

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
貸
金
業
者
の
登
録
を
取
消
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
氏
名

１
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
古
府
中
町
四
七
六
五
番
地

２
　
氏
名
　
保
阪
貫
作

三
　
登
録
番
号
　
山
梨
県
知
事
（四）
第
〇
〇
四
八
五
号

'

貸
金
業
者
の
登
録
の
取
消
し

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
貸
金
業
者
の
登
録
を
取
消
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
ア
イ
・
エ
ム

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
富
士
吉
田
市
上
吉
田
四
六
一
〇
番
地
の
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
井
上
三
津
義

三
　
登
録
番
号
　
山
梨
県
知
事
（二）
第
〇
〇
六
二
〇
号

'

貸
金
業
者
の
登
録
の
取
消
し

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
貸
金
業
者
の
登
録
を
取
消
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
六
年
五
月
二
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
氏
名

１
　
名
称
　
小
田
切
商
事

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
東
八
代
郡
石
和
町
川
中
島
九
七
番
地
の
一

３
　
氏
名
　
小
田
切
宏
二

三
　
登
録
番
号
　
山
梨
県
知
事
（一）
第
〇
〇
六
八
二
号

'

清
算
人
の
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
解
散
し
た
小
淵
沢
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
清

算
人
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

清
算
人
氏
名

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

就
　
任
　
年
　
月
　
日

前
島
　
潔

北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
下
笹
尾
七
八
七
番
地

平
成
十
六
年
四
月
二
十
八
日

仁
科
　
雅

北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
松
向
二
〇
番
地

平
成
十
六
年
四
月
二
十
八
日

中
山
　
秀
則

北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
八
八
二
九
番
地

平
成
十
六
年
四
月
二
十
八
日

佐
藤
　
為
俊

北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
三
六
三
四
番
地

平
成
十
六
年
四
月
二
十
八
日

進
藤
　
正
金

北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
六
一
〇
四
番
地

平
成
十
六
年
四
月
二
十
八
日

進
藤
　
義
丸

北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
六
〇
七
八
番
地
六

平
成
十
六
年
四
月
二
十
八
日

清
水
　
孝
平

北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
八
三
一
八
番
地

平
成
十
六
年
四
月
二
十
八
日

今
井
　
賢
一

北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
上
笹
尾
二
九
六
九
番
地
三

平
成
十
六
年
四
月
二
十
八
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
六
年
五
月
二
十
七
日

三
七
一



新
海
　
康
寛

北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
上
笹
尾
一
九
五
五
番
地

平
成
十
六
年
四
月
二
十
八
日

木
下
　
昭

北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
上
笹
尾
九
二
六
番
地
四

平
成
十
六
年
四
月
二
十
八
日

中
山
　
清
一

北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
上
笹
尾
三
四
〇
番
地

平
成
十
六
年
四
月
二
十
八
日

小
林
　
栄
一

北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
下
笹
尾
一
〇
九
四
番
地
一

平
成
十
六
年
四
月
二
十
八
日

高
見
沢
義
信

北
巨
摩
郡
長
坂
町
中
島
二
六
七
番
地
二

平
成
十
六
年
四
月
二
十
八
日

清
水
　
正
孝

北
巨
摩
郡
長
坂
町
中
丸
一
二
三
九
番
地

平
成
十
六
年
四
月
二
十
八
日

高
橋
　
徳
雄

北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
松
向
一
〇
九
九
番
地

平
成
十
六
年
四
月
二
十
八
日

小
松
　
泰
男

北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
松
向
一
七
六
二
番
地

平
成
十
六
年
四
月
二
十
八
日

'

落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十

五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の

で
あ
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
随
意
契
約
に
係
る
購
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

樋
口
一
葉
自
筆
「
に
ご
り
え
」
未
定
稿
　
原
稿
用
紙
三
十
六
枚

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
出
納
局
管
理
課
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
八
木
書
店
　
東
京
都
千
代
田
区
神
田
小
川
町
三
丁
目
八
番

五
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

二
千
九
百
四
十
万
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に

該
当

公
安
委
員
会

'

遊
技
機
の
型
式
の
検
定

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
申
請
の
あ
っ
た
遊
技
機
に
つ
い
て
検
定
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
遊

技
機
を
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

四
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
検
定
の
有
効
期
間
は
、
平
成
十
九
年
五
月
二
十
六
日
ま
で
と
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
二
十
七
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
鶴
　
　
田
　
　
美
　
　
枝

型
　
　
式
　
　
の
　
　
概
　
　
要

申
請
者
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

遊
技
機
の
種
類

型
式
名

製
造
又

検
定
番
号

及
び
区
分

は
輸
入

業
者
名

株
式
会
社
パ
イ
オ
ニ
ア
　
代
表
取

回
胴
式
遊
技
機

ス
ー
パ
ー

株
式
会
社

四
四
〇
一
五
〇

締
役
　
野
口
三
次

規
則
第
六
条
第

シ
オ
│
３

パ
イ
オ
ニ

大
阪
府
東
大
阪
市
長
田
中
一
丁
目

二
号
（
別
表
第

０

ア

四
番
六
号

五
）

株
式
会
社
パ
イ
オ
ニ
ア
　
代
表
取

回
胴
式
遊
技
機

ワ
ン
ダ
ー

株
式
会
社

三
四
一
〇
六
五

締
役
　
野
口
三
次

規
則
第
六
条
第

フ
ラ
イ

パ
イ
オ
ニ

大
阪
府
東
大
阪
市
長
田
中
一
丁
目

二
号
（
別
表
第

ア

四
番
六
号

五
）

サ
ミ
ー
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ポ
パ

サ
ミ
ー
株

四
〇
〇
一
八
九

里
見
治

機

イ
Ｈ
Ｎ

式
会
社

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
二
丁
目
二

規
則
第
六
条
第

三
番
二
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
六
年
五
月
二
十
七
日

三
七
二



サ
ミ
ー
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ポ
パ

サ
ミ
ー
株

四
〇
〇
二
一
六

里
見
治

機

イ
Ｆ
Ｎ

式
会
社

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
二
丁
目
二

規
則
第
六
条
第

三
番
二
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
三
洋
物
産
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
新
海

株
式
会
社

三
〇
一
一
一
四

役
　
金
沢
要
求

機

物
語
Ｍ
５

三
洋
物
産

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
今
池
三

規
則
第
六
条
第

Ｚ

丁
目
九
番
二
一
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
三
洋
物
産
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
新
海

株
式
会
社

四
〇
〇
一
四
八

役
　
金
沢
要
求

機

物
語
Ｍ
６

三
洋
物
産

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
今
池
三

規
則
第
六
条
第

Ｚ

丁
目
九
番
二
一
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
三
洋
物
産
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
新
海

株
式
会
社

三
〇
一
〇
九
八

役
　
金
沢
要
求

機

物
語
Ｍ
８

三
洋
物
産

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
今
池
三

規
則
第
六
条
第

Ｚ

丁
目
九
番
二
一
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
大
一
商
会
　
代
表
取
締

回
胴
式
遊
技
機

ニ
ン
ジ
ャ

株
式
会
社

四
四
〇
一
四
〇

役
　
市
原
●
明

規
則
第
六
条
第

ハ
ッ
ト
リ

大
一
商
会

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
鴨
付
町

二
号
（
別
表
第

ク
ン

一
丁
目
二
二
番
地

五
）

株
式
会
社
大
一
商
会
　
代
表
取
締

回
胴
式
遊
技
機

ニ
ン
ジ
ャ

株
式
会
社

四
四
〇
一
四
一

役
　
市
原
●
明

規
則
第
六
条
第

ハ
ッ
ト
リ

大
一
商
会

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
鴨
付
町

二
号
（
別
表
第

ク
ン
２

一
丁
目
二
二
番
地

五
）

株
式
会
社
藤
商
事
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
水
前

株
式
会
社

四
〇
〇
二
一
八

松
元
邦
夫

機

寺
清
子
Ｒ

藤
商
事

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
内
本
町
一

規
則
第
六
条
第

丁
目
一
番
四
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
藤
商
事
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
水
前

株
式
会
社

四
〇
〇
二
二
七

松
元
邦
夫

機

寺
清
子
Ｃ

藤
商
事

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
内
本
町
一

規
則
第
六
条
第

丁
目
一
番
四
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

ア
ビ
リ
ッ
ト
株
式
会
社
　
代
表
取

回
胴
式
遊
技
機

エ
ニ
ィ
セ

ア
ビ
リ
ッ

四
四
〇
一
六
四

締
役
　
濱
野
準
一

規
則
第
六
条
第

ブ
ン
Ｓ
Ｐ

ト
株
式
会

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
南
船
場
二

二
号
（
別
表
第

│
３
０

社

丁
目
九
番
一
四
号

五
）

京
楽
産
業
株
式
会
社
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ぱ
ち

京
楽
産
業

四
〇
〇
二
〇
五

役
　
榎
本
宏

機

ん
こ
ド
カ

株
式
会
社

愛
知
県
名
古
屋
市
中
川
区
尾
頭
橋

規
則
第
六
条
第

ベ
ン
Ｘ
Ｒ

三
丁
目
二
〇
番
八
号

一
号
イ
（
別
表

１

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

京
楽
産
業
株
式
会
社
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ぱ
ち

京
楽
産
業

四
〇
〇
二
九
四

役
　
榎
本
宏

機

ん
こ
ド
カ

株
式
会
社

愛
知
県
名
古
屋
市
中
川
区
尾
頭
橋

規
則
第
六
条
第

ベ
ン
Ｋ
Ｒ

三
丁
目
二
〇
番
八
号

一
号
イ
（
別
表

２

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

京
楽
産
業
株
式
会
社
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ぱ
ち

京
楽
産
業

四
〇
〇
二
〇
九

役
　
榎
本
宏

機

ん
こ
ド
カ

株
式
会
社

愛
知
県
名
古
屋
市
中
川
区
尾
頭
橋

規
則
第
六
条
第

ベ
ン
Ｖ
Ｒ

三
丁
目
二
〇
番
八
号

一
号
イ
（
別
表

１

第
二
）

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
六
年
五
月
二
十
七
日

三
七
三



第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン
　
代
表
取

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
三
極

株
式
会
社

四
〇
〇
二
六
二

締
役
　
新
井
悠
司

機

乱
舞
Ｍ
Ａ

ニ
ュ
ー
ギ

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
烏
森
町

規
則
第
六
条
第

ン

三
丁
目
五
六
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン
　
代
表
取

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
三
極

株
式
会
社

四
〇
〇
二
九
一

締
役
　
新
井
悠
司

機

乱
舞
Ｍ
Ｂ

ニ
ュ
ー
ギ

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
烏
森
町

規
則
第
六
条
第

ン

三
丁
目
五
六
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン
　
代
表
取

ぱ
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